
♦盗難・紛失の場合…

♦よくあるトラブル… 【原付を譲ったのに納税通知書が届いた】

　

お問合せ先

　原付を譲ったのに、相手が名義変更をせず、課税がされ続けていると相談がありま

す。この場合、相手と連絡がとれるケースが少なく、抹消手続きを行えないことがほ

とんどです。譲渡する場合は、抹消手続きを行った後、「廃車証明書」と「譲渡証明

書」を渡して譲ることをおすすめします。

 "For those who have registered a moped"   ~  Please read it carefully.  ~

♦Light vehicle tax is levied on owners as of April 1st every year. There is no refund system even if

the name is changed or the registration is cancelled during the fiscal year. The license

plate issued this time is lent by Ginoza village. You must return it during the cancellation
procedure. If there is any theft, loss,or change of name, please be sure to complete the procedure.
＊Unless you go through the procedure, you will continue to be taxed on the owner registered in
the ginoza village.

♦In case of theft or loss…

Report theft or lost property to the police immediatery. When you receive the acceptance form
from the police, please apply at the village office.

♦Common Trouble... { I received a tax notice even though I gave away my moped.}

I gave up the moped,but there is a consultation that the transferee has not changed its name and
continues to be taxed by the previous owner.In this case, it is almost impossible to go through

the registration  cancellation procedure. If you are transferring the moped, we recommend

that you go through the registration cancellation procedure and then hand over the

"Vehicle Disposal Certificate" and "Transfer Certificate" before transferring the

moped.

　本証明書は、課税実務に資するよう、軽自動車税の申告対象となる車両の種別を判定するために必要
な情報を当該車両の譲渡者又は販売者が記入し、譲受者又は買取者に交付いただくものです。
　本証明書を受け取った譲受者又は買取者は、当該車両にかかる軽自動車税の申告時に、軽自動車税
申告書と併せて本証明書を市町村窓口にご提出ください。 宜野座村役場　村民生活課　TEL：098-968-8535

○○　原付登録をされた方へ　○○
～必ずお読みください～

♦軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。年度途中で名義変更や

抹消を行った場合も、還付の制度はありません。

今回交付した標識（ナンバープレート）は宜野座村が貸出しているものです。抹消手

続の時には必ず返納しなければなりません。標識（ナンバープレート）がないと速

やかに抹消手続きを行うことができません。管理は十分にご注意願います。

　盗難、紛失、名義変更がある場合は必ず所定の手続きを行ってください。 ※手続き

を行わない限り村に登録している所有者等へ課税され続けることになります。

電　話　番　号

（フリガナ）

氏名又は名称

譲渡日又は販売日 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

譲渡者又
は販売者

住所又は所在地

最　高　速　度 ㎞/h

上記の原動機付自転車
　　　　　　□第一種　一般原付（総排気量0.05L又は定格出力0.6㎾以下）
　　　　　　□第一種　一般原付（総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0㎾以下）
　　　　　　□第一種　特定原付（定格出力0.6㎾以下）
　　　　　　□第二種　　乙　（総排気量0.09L又は定格出力0.8㎾以下）
　　　　　　□第二種　　甲　（総排気量0.125L又は定格出力1.0㎾以下）
　　　　　　□ミニカー

　　□小型特殊自動車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を譲渡又は販売したことを証明します。

長　　　　さ ㎝

幅 ㎝

速やかに警察署へ盗難の届出、又は遺失物の届出を行って下さい。届出を行い、受理

票の取得後、村民生活課にて申請を行ってください。
総排気量又は定格出力

L
㎾

最　高　出　力 ㎾

車　台　番　号

型式認識番号・性能等確認番号
最高出力確認番号

型式及び年式
型

年式

原動機の型式番号

電　話　番　号

譲渡又は販売した
原動機付自転車・
小型特殊自動車

車　　　　名

氏名又は名称

譲渡証明書（販売証明書）

譲受者又
は買取者

住所又は所在地

（フリガナ）


